
１
基

本
的

考
え

方
地

方
分

権
改

革
に

つ
い

て
は

、
４

次
に

わ
た

る
地

方
分

権
一

括
法

等
に

よ
り

、
地

方
分

権
改

革
推

進
委

員
会

の
勧

告
事

項
に

つ
い

て
一

通
り

検
討

を
行

い
、

地
方

公
共

団
体

へ
の

事
務

・
権

限
の

移
譲

や
義

務
付

け
・
枠

付
け

の
見

直
し

等
を

進
め

て
き

た
。

新
た

な
局

面
を

迎
え

る
地

方
分

権
改

革
に

お
い

て
は

、
こ

の
よ

う
な

成
果

を
基

盤
と

し
、

地
方

の
発

意
に

根
差

し
た

新
た

な
取

組
を

推
進

す
る

こ
と

と
し

て
、

平
成

2
6
年

か
ら

地
方

分
権

改
革

に
関

す
る

「
提

案
募

集
方

式
」

を
導

入
し

た
（
「
地

方
分

権
改

革
に

関
す

る
提

案
募

集
の

実
施

方
針

」
（
平

成
2
6
年

４
月

3
0
日

地
方

分
権

改
革

推
進

本
部

決
定

）
）
。

地
方

分
権

改
革

の
推

進
は

、
地

域
が

自
ら

の
発

想
と

創
意

工
夫

に
よ

り
課

題
解

決
を

図
る

た
め

の
基

盤
と

な
る

も
の

で
あ

り
、

地
方

創
生

に
お

け
る

極
め

て
重

要
な

テ
ー

マ
で

あ
る

。
提

案
が

出
さ

れ
て

以
降

、
こ

れ
ま

で
、

地
方

分
権

改
革

有
識

者
会

議
、

提
案

募
集

検
討

専
門

部
会

、
農

地
・
農

村
部

会
等

で
議

論
を

重
ね

て
き

た
。

今
後

は
、

「
ま

ち
・
ひ

と
・
し

ご
と

創
生

総
合

戦
略

」
（
平

成
2
6
年

1
2
月

2
7
日

閣
議

決
定

）
も

踏
ま

え
、

以
下

の
と

お
り

、
地

方
公

共
団

体
へ

の
事

務
・
権

限
の

移
譲

、
義

務
付

け
・
枠

付
け

の
見

直
し

等
を

推
進

す
る

。

２
国

か
ら

地
方

公
共

団
体

へ
の

事
務

・
権

限
の

移
譲

等

【
厚

生
労

働
省

】

（
７

）
水

道
法

（
昭

3
2
 法

1
7
7
）

以
下

に
掲

げ
る

事
務

・
権

限
（
厚

生
労

働
省

の
所

管
に

係
る

も
の

に
限

る
。

）
に

つ
い

て
は

、
広

域
化

等
を

推
進

す
る

水
道

事
業

基
盤

強
化

計
画

（
仮

称
）
を

策
定

し
た

上
で

、
業

務
の

監
視

体
制

を
十

分
に

整
え

る
都

道
府

県
で

あ
っ

て
、

当
該

事
務

・
権

限
の

移
譲

を
希

望
す

る
も

の
に

対
し

、
都

道
府

県
内

で
水

利
調

整
が

完
結

す
る

水
道

事
業

等
（
都

道
府

県
が

経
営

主
体

で
あ

る
も

の
を

除
く
。

）
を

対
象

に
移

譲
す

る
。

な
お

、
都

道
府

県
内

で
水

利
調

整
が

完
結

し
な

い
水

道
用

水
供

給
事

業
か

ら
受

水
す

る
水

道
事

業
に

つ
い

て
は

、
当

該
水

道
用

水
供

給
事

業
と

の
事

業
統

合
を

行
う

こ
と

を
上

記
計

画
に

盛
り

込
ん

だ
場

合
に

は
移

譲
対

象
と

す
る

。

・
水

道
事

業
の

認
可

（
６

条
１

項
）

・
水

道
事

業
の

認
可

に
係

る
附

款
（
９

条
１

項
）

・
水

道
事

業
の

変
更

に
係

る
認

可
、

附
款

及
び

届
出

（
1
0
条

１
項

か
ら

３
項

（
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
９

条
１

項
を

含
む

。
）
）

・
水

道
事

業
の

休
止

又
は

廃
止

に
係

る
許

可
及

び
届

出
（
1
1
条

）
・
水

道
用

水
供

給
事

業
の

休
止

又
は

廃
止

に
係

る
許

可
及

び
届

出
（
3
1
条

に
お

い
て

準
用

す
る

1
1
条

）
・
水

道
事

業
に

係
る

給
水

開
始

前
の

届
出

（
1
3
条

１
項

）
・
水

道
用

水
供

給
事

業
に

係
る

給
水

開
始

前
の

届
出

（
3
1
条

に
お

い
て

準
用

す
る

1
3
条

１
項

）
・
水

道
事

業
に

係
る

料
金

変
更

の
届

出
及

び
供

給
条

件
の

変
更

の
認

可
（
1
4
条

５
項

及
び

６
項

）
・
水

道
事

業
に

係
る

業
務

委
託

の
届

出
（
2
4
条

の
３

第
２

項
）

・
水

道
用

水
供

給
事

業
に

係
る

業
務

委
託

の
届

出
（
3
1
条

に
お

い
て

準
用

す
る

2
4
条

の
３

第
２

項
）

・
水

道
用

水
供

給
事

業
の

認
可

（
2
6
条

）
・
水

道
用

水
供

給
事

業
の

認
可

に
係

る
附

款
（
2
9
条

１
項

）
・
水

道
用

水
供

給
事

業
の

変
更

に
係

る
認

可
、

附
款

及
び

届
出

（
3
0
条

１
項

か
ら

３
項

（
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
2
9
条

１
項

を
含

む
。

）
）

・
水

道
事

業
及

び
水

道
用

水
供

給
事

業
に

係
る

認
可

の
取

消
し

（
3
5
条

）
・
水

道
事

業
及

び
水

道
用

水
供

給
事

業
に

係
る

改
善

の
指

示
等

（
3
6
条

１
項

及
び

２
項

）
・
水

道
事

業
及

び
水

道
用

水
供

給
事

業
に

係
る

給
水

停
止

命
令

（
3
7
条

）
・
水

道
事

業
に

係
る

供
給

条
件

の
変

更
の

認
可

の
申

請
命

令
（
3
8
条

）
・
水

道
事

業
及

び
水

道
用

水
供

給
事

業
に

係
る

報
告

徴
収

及
び

立
入

検
査

（
3
9
条

１
項

）
・
二

以
上

の
水

道
事

業
者

間
若

し
く
は

二
以

上
の

水
道

用
水

供
給

事
業

者
間

又
は

水
道

事
業

者
と

水
道

用
水

供
給

事
業

者
と

の
間

に
お

け
る

合
理

化
の

勧
告

（
当

該
水

道
事

業
者

又
は

水
道

用
水

供
給

事
業

者
に

係
る

管
轄

都
道

府
県

知
事

が
二

以
上

で
あ

る
場

合
を

除
く
。

）
（
4
1
条

）
・
水

道
事

業
に

係
る

地
方

公
共

団
体

（
都

道
府

県
が

当
事

者
で

あ
る

場
合

を
除

く
。

）
に

よ
る

買
収

の
認

可
及

び
裁

定
（
4
2
条

１
項

及
び

３
項

）

平
成

26
年

の
地

方
か

ら
の

提
案

等
に

関
す

る
対

応
方

針
（
抜

粋
）

平
成

27
 年

１
月

30
 日

（
閣

議
決

定
）

資－　11



都
道
府
県
別
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
実
施
状
況
（
H
2
5
)

（
平
成

26
年

1月
末
時
点
）

注
）
実
施
率
に
は
実
施
中
も
含
ま
れ
る

資－　12



総
務
省
に
よ
る
政
策
評
価
の
点
検
に
つ
い
て
（
１
/
２
）

出
典
：
平
成

25
年
度
公
共
事
業
に
係
る
政
策
評
価
の
点
検
結
果
（
総
務
省
）

資－　13



総
務
省
に
よ
る
政
策
評
価
の
点
検
に
つ
い
て
（
２
/
２
）

出
典
：
平
成

25
年
度
公
共
事
業
に
係
る
政
策
評
価
の
点
検
結
果
（
総
務
省
）

資－　14



事
業
評
価
に
お
い
て
、
便
益
算
定
に
あ
た
っ
て
の
将
来
の
水
需
要
予
測
が
事
業
実
施

又
は
継
続
の
判
断
の
可
否
に
影
響
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
そ
の
予
測
が
適
切
に
実
施
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

マ
ニ
ュ
ア
ル

（
※
）で
は
、
便
益
算
定
の
基
礎
と
な
る
人
口
、
需
要
水
量
等
の
将
来
値
は
、

原
則
と
し
て
直
近
の
実
績
値
や
水
使
用
実
態
を
勘
案
し
た
合
理
的
な
予
測
を
行
う
も

の
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
客
観
的
に
見
て
妥
当
な
も
の
と
な
る
よ
う
以
下
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
と
し

て
い
る
。

・
人
口
推
計
は
、
コ
ー
ホ
ー
ト
要
因
法
な
ど
人
口
動
態
の
実
績
に
基
づ
い
て
推
計

・
需
要
予
測
は
、
重
回
帰
な
ど
、
で
き
る
か
ぎ
り
要
因
分
析
的
な
手
法
に
よ
り
推
計

事
業
評
価
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
水
需
要
予
測
は
、
次
回
の
事
業
認
可
又
は
届
出
に

お
け
る
水
需
要
予
測
の
簡
素
化
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
留
意
し
、
適
正
に
算
出
す
る

こ
と
。

※
「
水
道
事
業
の
費
用
対
効
果
分
析
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
平
成
2
3
年
7
月
改
訂
）
」

事
業
評
価
の
適
正
な
水
需
要
予
測
の
実
施

資－　15



個
別
ダ
ム
検
証
の
進
め
方
等
（
１
/
３
）

資－　16



1
月
末
現
在
、
8
3
事
業
の
う
ち
、
6
7
事
業
で
検
証
が
済
み
（
4
6
事
業
が
継
続
、
2
1
事
業
が
中
止
）
、
1
6
事
業
が
検
証
中

直
轄

機
構

補
助

合
計

検
証
対
象

２
５

５
５
３

８
３

継
続

１
６

２
２
８

４
６

新
桂
沢
ダ
ム
（
北
海
道
開
発
局
）
、
三
笠
ぽ
ん

べ
つ
ダ
ム
（
北
海
道
開
発
局
）
、
平
取
ダ
ム
（
北

海
道
開
発
局
）
、
サ
ン
ル
ダ
ム
（
北
海
道
開
発

局
）
、
成
瀬
ダ
ム
（
東
北
地
方
整
備
局
）
、
八
ツ

場
ダ
ム
（
関
東
地
方
整
備
局
）
、
新
丸
山
ダ
ム

（
中
部
地
方
整
備
局
）
、
足
羽
川
ダ
ム
（
近
畿
地

方
整
備
局
）
、
横
瀬
川
ダ
ム
（
四
国
地
方
整
備

局
）
、
山
鳥
坂
ダ
ム
（
四
国
地
方
整
備
局
）
、
大

分
川
ダ
ム
（
九
州
地
方
整
備
局
）
、
立
野
ダ
ム

（
九
州
地
方
整
備
局
）
、
本
明
川
ダ
ム
（
九
州
地

方
整
備
局
）
、
鳴
瀬
川
総
合
開
発
（
東
北
地
方

整
備
局
）
、
鳥
海
ダ
ム
（
東
北
地
方
整
備
局
）
、

霞
ヶ
浦
導
水
（
関
東
地
方
整
備
局
）

小
石
原

川
ダ
ム
、

川
上
ダ

ム

厚
幌
ダ
ム
（
北
海
道
）
、
駒
込
ダ
ム
（
青
森
県
）
、
簗
川
ダ
ム
（
岩

手
県
）
、
最
上
小
国
川
ダ
ム
（
山
形
県
）
、
儀
明
川
ダ
ム
（
新
潟

県
）
、
新
保
川
ダ
ム
再
開
発
（
新
潟
県
）
、
内
ヶ
谷
ダ
ム
（
岐
阜

県
）
、
鳥
羽
河
内
ダ
ム
（
三
重
県
）
、
河
内
川
ダ
ム
（
福
井
県
）
、

吉
野
瀬
川
ダ
ム
（
福
井
県
）
、
安
威
川
ダ
ム
（
大
阪
府
）
、
金
出

地
ダ
ム
（
兵
庫
県
）
、
西
紀
生
活
貯
水
池
（
兵
庫
県
）
、
切
目
川

ダ
ム
（
和
歌
山
県
）
、
波
積
ダ
ム
（
島
根
県
）
、
庄
原
生
活
貯
水

池
（
広
島
県
）
、
平
瀬
ダ
ム
（
山
口
県
）
、
椛
川
ダ
ム
（
香
川
県
）
、

和
食
ダ
ム
（
高
知
県
）
、
春
遠
生
活
貯
水
池
（
高
知
県
）
、
五
ヶ

山
ダ
ム
（
福
岡
県
）
、
伊
良
原
ダ
ム
（
福
岡
県
）
、
石
木
ダ
ム
（
長

崎
県
）
、
浦
上
ダ
ム
（
長
崎
県
）
、
玉
来
ダ
ム
（
大
分
県
）
、
川
内

沢
ダ
ム
（
宮
城
県
）
、
矢
原
川
ダ
ム
（
島
根
県
）
、
木
屋
川
ダ
ム

再
開
発
（
山
口
県
）

中
止

５
０

１
６

２
１

戸
草
ダ
ム
（
中
部
地
方
整
備
局
）
、
荒
川
上
流

ダ
ム
再
開
発
（
関
東
地
方
整
備
局
）
、
吾
妻
川

上
流
総
合
開
発
（
関
東
地
方
整
備
局
）
、
七
滝

ダ
ム
（
九
州
地
方
整
備
局
）
、
利
根
川
上
流
ダ

ム
群
再
編
（
関
東
地
方
整
備
局
）

奥
戸
生
活
貯
水
池
（
青
森
県
）
、
筒
砂
子
ダ
ム
（
宮
城
県
）
、
大

多
喜
ダ
ム
（
千
葉
県
）
、
常
浪
川
ダ
ム
（
新
潟
県
）
、
晒
川
生
活

貯
水
池
（
新
潟
県
）
、
黒
沢
生
活
貯
水
池
（
長
野
県
）
、
駒
沢
生

活
貯
水
池
（
長
野
県
）
、
布
沢
川
生
活
貯
水
池
（
静
岡
県
）
、
北

川
ダ
ム
（
滋
賀
県
）
、
武
庫
川
ダ
ム
（
兵
庫
県
）
、
大
谷
川
生
活

貯
水
池
（
岡
山
県
）
、
柴
川
生
活
貯
水
池
（
徳
島
県
）
、
五
木
ダ

ム
（
熊
本
県
）
、
タ
イ
原
ダ
ム
（
沖
縄
県
）
、
大
和
沢
ダ
ム
（
青
森

県
）
、
有
田
川
総
合
（
佐
賀
県
）

※
国
土
交
通
省
H
P
資
料
よ
り
厚
生
労
働
省
水
道
課
で
作
成
（
1
月
末
時
点
）

個
別
ダ
ム
検
証
の
進
め
方
等
（
２
/
３
）

資－　17



個
別
ダ
ム
検
証
の
進
め
方
等
（
３
/
３
）

ダ
ム
検
証
に
関
係
す
る
水
道
事
業
者
に
お
か
れ
て
は
、
事
務
連
絡
（
平
成
２
２
年
９
月
３
０
日
）
を
踏
ま
え
、
検
討
主
体

に
対
し
て
必
要
な
協
力
を
引
き
続
き
実
施
す
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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水
循
環
基
本
計
画
原
案
（た
た
き
台
）

総
論

第
１
部
水
循
環
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
方
針

１
水
循
環
と
我
々
の
関
わ
り

２
水
循
環
基
本
計
画
の
位
置
づ
け
、
対
象
期
間
と
構
成

１
健
全
な
水
循
環
の
維
持
又
は
回
復
の
た
め
の
取
組
の
積
極
的
な
推
進

（
貯
留
・
涵
養
機
能
の
維
持
向
上
）

（
健
全
な
水
循
環
に
関
す
る
教
育
の
推
進
等
）

（
水
循
環
政
策
の
推
進
に
必
要
な
調
査
の
実
施
と
科
学
技
術
の
振
興
）

（
水
循
環
に
関
わ
る
人
材
の
育
成
）

（
民
間
団
体
等
の
自
発
的
な
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
）

２
水
の
適
正
な
利
用
及
び
水
の
恵
沢
の
享
受
の
確
保

（
安
全
で
良
質
な
水
の
確
保
）

（
水
イ
ン
フ
ラ
の
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
）

（
水
の
効
率
的
な
利
用
と
有
効
利
用
）

（
持
続
可
能
な
地
下
水
の
保
全
と
利
用
の
推
進
）

（
災
害
へ
の
対
応
）
（
危
機
的
な
渇
水
へ
の
対
応
）
（
地
球
温
暖
化
へ
の
対
応
）

３
水
の
利
用
に
お
け
る
健
全
な
水
循
環
の
維
持

（
水
環
境
）
（
水
循
環
と
生
態
系
）
（水
辺
空
間
の
保
全
・
回
復
・
創
出
）

（
水
文
化
の
継
承
・
再
生
・
創
出
）

４
流
域
に
お
け
る
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
管
理

（
流
域
連
携
の
推
進
）

５
国
際
的
協
調
の
下
で
の
水
循
環
に
関
す
る
取
組
の
推
進

（
国
際
的
な
連
携
の
確
保
及
び
国
際
協
力
の
推
進
）

第
２
部
水
循
環
に
関
す
る
施
策
に
関
し
、
政
府
が
総
合
的
か
つ

一
体
的
に
講
ず
べ
き
施
策

３
水
の
適
正
か
つ
有
効
か
利
用
の
促
進
等

（
１
）
安
定
し
た
水
供
給
・
排
水
の
確
保
等

ア
安
全
で
良
質
な
水
の
確
保
イ
災
害
へ
の
対
応
ウ
危
機
的
な
渇
水
へ
の
対
応

（
２
）
持
続
可
能
な
地
下
水
の
保
全
と
利
用
の
推
進

ア
地
下
水
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
イ
体
制
の
整
備

ウ
施
策
推
進
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策

（
３
）
水
イ
ン
フ
ラ
の
戦
略
的
な
維
持
管
理
・
更
新
等

（
４
）
水
の
効
率
的
な
利
用
と
有
効
利
用

ア
水
利
用
の
合
理
化
イ
雨
水
・
再
生
水
の
利
用
促
進
ウ
節
水

（
５
）
水
環
境
（
６
）
水
循
環
と
生
態
系
（
７
）
水
辺
空
間
（
８
）
水
文
化

（
９
）
水
循
環
と
地
球
温
暖
化

ア
適
応
策
イ
緩
和
策

４
流
域
連
携
の
推
進
等

（
１
）
流
域
水
循
環
協
議
会
の
設
置
と
流
域
水
循
環
計
画
の
策
定

（
２
）
流
域
水
循
環
計
画
（
３
）
流
域
水
循
環
計
画
の
策
定
プ
ロ
セ
ス
と
評
価

（
４
）
流
域
水
循
環
計
画
策
定
推
進
の
た
め
の
措
置

５
健
全
な
水
循
環
に
関
す
る
教
育
の
推
進
等

（
１
）
水
循
環
に
関
す
る
教
育
の
推
進

（
２
）
水
循
環
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
の
推
進

６
民
間
団
体
等
の
自
発
的
な
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置

７
水
循
環
政
策
の
推
進
に
必
要
な
調
査
の
実
施

（
１
）
流
域
に
お
け
る
水
循
環
の
現
状
に
関
す
る
調
査

（
２
）
気
候
変
動
に
よ
る
水
循
環
へ
の
影
響
と
適
応
に
関
す
る
調
査

８
科
学
技
術
の
振
興

９
国
際
的
な
連
携
の
確
保
及
び
国
際
協
力
の
推
進

（
１
）
国
際
連
携
（
２
）
国
際
協
力
（
３
）
水
ビ
ジ
ネ
ス
の
海
外
展
開

１
０
水
循
環
に
関
わ
る
人
材
の
育
成

（
１
）
産
学
官
が
連
携
し
た
人
材
育
成
と
国
際
人
的
交
流

第
３
部
水
循
環
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
一
体
的
に
推
進

す
る
た
め
に
必
要
な
そ
の
他
の
事
項

１
水
循
環
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
実
施

２
関
係
者
の
責
務
及
び
相
互
の
連
携
・
協
力

３
水
循
環
に
関
し
て
講
じ
た
施
策
の
公
表

４
事
務
局
機
能
の
充
実

※
H

27
.2

.5
水
循
環
政
策
本
部

事
務
局
公
表
資
料
を
も
と
に
作
成

１
流
域
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
管
理
の
枠
組
み

（
流
域
の
範
囲
）
（
流
域
の
総
合
的
か
つ
一
体
的
な
管
理
の
考
え
方
）

２
貯
留
・
涵
養
機
能
の
維
持
及
び
向
上

（
森
林
）
（
河
川
）
（
農
地
）
（
都
市
）
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広域的水道整備計画の策定及び改定状況について 

 

平成２７年２月１日現在 

都道府 

県名 
計画名称 

策定 

年度 

目標 

年度 
改定履歴 

北海道 

石狩東部地域広域的水道整備計画 Ｈ １６ Ｈ ４２ H6→H16 

石狩西部地域        〃 Ｈ １３ Ｈ ４７ H3→H13 

空知北部地域        〃 Ｈ １７ Ｈ ４２ S53→S58→H7→H17 

十 勝 地 域       〃 Ｓ ５６ Ｈ １２  

青 森 
津軽圏域中央部広域的水道整備計画 Ｈ ２０ Ｈ ３５ S54→H5→H20 

八 戸 圏 域     〃 Ｓ ６０ Ｈ １７  

岩 手 
中部圏域広域的水道整備計画 Ｈ ２４ Ｈ ４０ S58→H24 

胆江圏域        〃 Ｈ ２２ Ｈ ４０ H1→H22 

宮 城 
南部水道広域圏広域的水道整備計画 Ｓ ５１ Ｈ  ７  

石 巻 地 方        〃 Ｓ ５４ Ｈ １２  

山 形 

置賜地域広域的水道整備計画 Ｓ ６２ Ｈ １７ S53→S62 

村  山        〃 Ｓ ５１ Ｈ  ７  

最上地域        〃 Ｓ ５５ Ｈ １７  

庄内地域        〃 Ｓ ６０ Ｈ １７ S55→S60 

福 島 

会 津 地 域 広域的水道整備計画 Ｓ ５６ Ｈ １２  

県北ブロック      〃 Ｓ ６０ Ｈ １２  

県南ブロック      〃 Ｈ  ８ Ｈ ３３ S62→H8 

浜通り地域       〃 Ｈ ４ Ｈ １７  

茨 城 

県中央地域広域的水道整備計画 Ｓ ５９ Ｈ １２  

鹿 行 地 域      〃 Ｈ  ３ Ｈ ２２  

県 南 地 域      〃 Ｓ ５３ Ｈ １２  

県 西 地 域      〃 Ｓ ５４ Ｈ １２  

栃 木 県央地域広域的水道整備計画 Ｓ ５８ Ｈ １２  

群 馬 
県央地域広域的水道整備計画 Ｓ ５２ Ｈ  ７  

東部地域        〃 Ｓ ６０ Ｈ １２  

埼 玉 
埼央広域水道圏広域的水道整備計画 Ｈ １５ Ｈ ２７ H2→H15 

秩父広域水道圏    〃 Ｈ ２２ Ｈ ４２  

千 葉 

西部圏域広域的水道整備計画 Ｓ ５５ Ｈ  ７  

東部圏域        〃 Ｓ ５８ Ｈ １２  

南部圏域        〃 Ｈ  ２ Ｈ ２２  

神奈川 東部地域広域的水道整備計画 Ｈ １２ Ｈ ２７ S55→H12 

新 潟 

新潟地域広域的水道整備計画 Ｓ ５３ Ｈ １７  

魚沼地域        〃 Ｓ ５４ Ｈ １７  

上越地域        〃 Ｓ ５３ Ｈ １７  

石 川 加賀能登南部地域広域的水道整備計画 Ｈ １２ Ｈ ２７ S55→S62→H12 

福 井 南越地域広域的水道整備計画 Ｓ ５７ Ｈ １７  
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平成２７年２月１日現在 

都道府 

県名 
計画名称 

策定 

年度 

目標 

年度 
改定履歴 

山 梨 

中央地域広域的水道整備計画 Ｈ  ４ Ｈ １７  

峡北地域        〃 Ｓ ５５ Ｈ １２  

東部地域        〃 Ｈ  ６ Ｈ １８ H5→H6 

長 野 上伊那圏域広域的水道整備計画 Ｓ ５５ Ｈ １２  

岐 阜 岐阜東部広域的水道整備計画 Ｈ １７ Ｈ ３９ S62→H6→H17 

静 岡 
大井川地域広域的水道整備計画 Ｈ  ６ Ｈ ２５ S53→H6 

遠 州 地 域      〃 Ｈ  ５ Ｈ ２０ S54→H5 

愛 知 愛知地域広域的水道整備計画 Ｈ １８ Ｈ ２７ 
S55→H1→H11→H17→

H18 

三 重 

北部広域圏広域的水道整備計画 Ｈ １９ Ｈ ３０ S62→H4→H9→H19 

西部広域圏      〃 Ｈ  ９ Ｈ ３０  

南部広域圏      〃 Ｈ ２２ Ｈ ３２ S52→S58→S63→H22 

滋 賀 湖南水道広域圏に係る広域的水道整備計画 Ｈ ２２ Ｈ ２７ S52→H7→H22 

京 都 京都南部地域広域的水道整備計画 Ｓ ６０ Ｈ １２  

大 阪 大阪府広域的水道整備計画 Ｈ ２２ Ｈ ２７ 
S55→H2→H12→H18 

→H22 

兵 庫 
南部地域広域的水道整備計画 

（瀬戸内東南部地域と淡路地域を統合） 
Ｈ １１ Ｈ ２７ 

S54   →H11 

H1 

奈 良 奈良県北部地域広域的水道整備計画 Ｈ １２ Ｈ ４１ S58→H12 

島 根 
東部地域広域的水道整備計画 Ｈ  ４ Ｈ ２５  

中部地域        〃 Ｓ ５４ Ｈ １２  

岡 山 岡山県広域的水道整備計画 Ｈ １７ Ｈ ２７ 
S60→H3→H14→H16 

→H17 

広 島 
広島圏域広域的水道整備計画 Ｓ ５６ Ｈ  ７ S52→S56 

備後圏域        〃 Ｈ  ３ Ｈ ２２ S57→H3 

山 口 東部圏域広域的水道整備計画（柳井・大島ブロック） Ｓ ６０ Ｈ ２２  

香 川 香川県広域的水道整備計画 Ｈ １０ Ｈ ２２ S55→H10 

愛 媛 宇和島市外１市８町広域的水道整備計画 Ｓ ５４ Ｈ １２ S53→S54 

福 岡 

福岡地域広域的水道整備計画 Ｈ １８ Ｈ ３２ S55→H9→H18 

筑後地域        〃 Ｈ １４ Ｈ ３２ S57→H14 

田川地域        〃 Ｈ  ２ Ｈ １７  

京築地域        〃 Ｈ  ２ Ｈ １７  

佐 賀 
広域的水道整備計画(佐賀東部水道広域圏) Ｓ ５１ Ｈ  ７  

佐賀西部地域広域的水道整備計画 Ｈ １４ Ｈ ２８ S60→H14 

長 崎 長崎県南部広域的水道整備計画 Ｈ １１ Ｈ ２７  

熊 本 環不知火海圏域広域的水道整備計画 Ｈ  ９ Ｈ ２５  

（３６道府県、６８地域で策定） 

      ：目標年度に到達又は超過した計画 （２３道府県、４３地域） 
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1

事
業
名

金
町
浄
水
場
常
用
発
電

P
F
Iモ
デ
ル
事
業

朝
霞
浄
水
場
・
三
園
浄
水
場

常
用
発
電
設
備
等
整
備
事
業

寒
川
浄
水
場
排
水
処
理
施
設
特
定
事
業

事
業
概
要

電
力
及
び
蒸
気
供
給
等

電
力
及
び
蒸
気
供
給
等

脱
水
ケ
ー
キ
の
再
生
利
用
等

事
業
主
体

東
京
都
水
道
局

東
京
都
水
道
局

神
奈
川
県
企
業
庁

事
業
規
模

約
２
５
３
億
円

約
５
４
０
億
円

約
１
５
０
億
円

開
始
時
期

H
1
2
～
（
2
0
年
間
）

H
1
6
～
（
2
0
年
間
）

H
1
8
～
（
2
0
年
間
）

事
業
方
式

B
O
O

B
O
O

B
T
O

事
業
名

大
久
保
浄
水
場
排
水
処
理
施
設
等

整
備
・
運
営
事
業

ち
ば
野
菊
の
里
浄
水
場

排
水
処
理
施
設
（
P
F
I事
業
）

知
多
浄
水
場
始
め
４
浄
水
場

排
水
処
理
施
設
整
備
・
運
営
事
業

事
業
概
要

発
生
土
の
有
効
利
用
等

発
生
土
の
有
効
利
用
等

浄
水
場
施
設
の
設
計
・
建
設
及
び
運
営
・
維
持
管
理

事
業
主
体

埼
玉
県
企
業
局

千
葉
県
水
道
局

愛
知
県
企
業
庁

事
業
規
模

約
２
４
２
億
円

約
９
０
億
円

約
９
５
億
円

開
始
時
期

H
2
0
～
（
2
0
年
間
）

H
1
9
～
（
2
0
年
間
）

H
1
8
～
（
2
0
年
間
）

事
業
方
式

B
T
O

B
T
O

B
T
O

事
業
名

川
井
浄
水
場
再
整
備
事
業

北
総
浄
水
場
排
水
処
理
施
設
設
備

更
新
等
事
業

豊
田
浄
水
場
始
め
６
浄
水
場

排
水
処
理
施
設
整
備
・
運
営
事
業

事
業
概
要

膜
ろ
過
施
設
の
設
計
・
施
工
・
運
転
等

排
水
処
理
施
設
の
更
新
・
維
持
・
運
転
等

浄
水
場
施
設
の
設
計
・
建
設
及
び
運
営
・
維
持
管
理

事
業
主
体

横
浜
市
水
道
局

千
葉
県
水
道
局

愛
知
県
企
業
庁

事
業
規
模

約
２
６
５
億
円

約
７
６
億
円

約
１
３
８
億
円

開
始
時
期

H
2
6
～
（
2
0
年
間
）

H
2
3
～
（
2
0
年
間
）

H
2
3
～
（
2
0
年
間
）

事
業
方
式

B
T
O

B
T
O

B
T
O

事
業
名

夕
張
市
上
水
道
第
８
期
拡
張
計
画

に
係
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ事
業

男
川
浄
水
場
更
新
事
業

犬
山
浄
水
場
始
め
２
浄
水
場
排
水
処
理
及
び

常
用
発
電
等
施
設
整
備
・
運
営
事
業

事
業
概
要

新
浄
水
場
の
設
計
・
施
工
・
運
転
等

新
浄
水
場
の
建
設
・
保
守
点
検
等

浄
水
場
施
設
の
設
計
・
建
設
及
び
運
営
・
維
持
管
理

事
業
主
体

夕
張
市

岡
崎
市
水
道
局

愛
知
県
企
業
庁

事
業
規
模

約
４
８
億
円

約
１
１
０
億
円

約
８
９
億
円

開
始
時
期

H
2
4
～
（
2
0
年
間
）

H
3
0
～
（
2
0
年
間
）
※
2
5
契
約
締
結

H
2
7
～
（
2
0
年
間
）

事
業
方
式

B
T
O

B
T
O

B
T
O

（
各
水
道
事
業
者
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
実
施
方
針
、
特
定
事
業
の
選
定
、
事
業
者
選
定
結
果
等
よ
り
抜
粋
）

水
道
事
業
に
お
け
る
Ｐ
Ｆ
Ｉの
現
在
ま
で
の
導
入
状
況
(1
2
件
）
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社
会

資
本

整
備

に
つ

い
て

、
民

間
の

資
金

・ノ
ウ

ハ
ウ

を
活

用
し

、
国

・
地

方
が

連
携

し
て

取
り

組
む

こ
と

で
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
の

実
行

を
加

速
。

集
中

強
化

期
間

に
お

け
る

公
共

施
設

等
運

営
権

方
式

を
活

用
し

た
P

F
I事

業
の

案
件

数
に

つ
い

て
、

重
点

分
野

毎
の

数
値

目
標

（空
港

６
件

、
上

水
道

６
件

、
下

水
道

６
件

、
道

路
１

件
）
を

明
記

。

「
日

本
再

興
戦

略
」
改

訂
2
0
1
4
～

未
来

へ
の

挑
戦

～
（
H

2
6
.6

.2
4
 閣

議
決

定
）

○
向

こ
う

３
年

間
（
平

成
2
6～

平
成

28
年

度
末

）を
集

中
強

化
期

間
と

し
て

、
空

港
、

水
道

、
下

水
道

、
道

路
を

重
点

分
野

と
し

、
公

共
施

設
等

運
営

権
方

式
（
コ

ン
セ

ッ
シ

ョ
ン

方
式

）
の

事
業

の
数

値
目

標
を

設
定

。

P
P

P
/
P

F
Iの

抜
本

改
革

に
向

け
た

ア
ク

シ
ョ

ン
プ

ラ
ン

に
係

る
集

中
強

化
期

間
の

取
組

方
針

に
つ

い
て

（
H

2
6
.6

.1
6
 民

間
資

金
等

活
用

事
業

推
進

会
議

決
定

）

政
府

に
よ

る
コ

ン
セ

ッ
シ

ョ
ン

方
式

導
入

に
向

け
た

動
き

経
済

財
政

運
営

と
改

革
の

基
本

方
針

2
0
1
4
（
H

2
6
.6

.2
4
 閣

議
決

定
）
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